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は
じ
め
に

　

従
来
、
門
跡
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
政
治
権
力
側
か
ら
解
明
を
行
お
う
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
延
暦
寺（
１
）・

興
福
寺（
２
）・

東
大
寺（
３
）・

青
蓮
院（
４
）で

は
、
門
跡

の
役
割
の
中
か
ら
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
各
門
跡
は
、
そ
の
成

立
や
宗
派
、
門
跡
と
寺
家
と
の
関
わ
り
な
ど
も
異
な
り
、
必
ず
し
も
門
跡
と
門
徒
の

関
係
や
そ
の
組
織
に
つ
い
て
共
通
性
は
見
出
す
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
今
は
各
門

跡
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

門
跡
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
は
永
村
眞
氏（
５
）に
よ
っ
て
、
鎌
倉
中
期
以
降
、「
貴
種

住
持
の
院
家
、
貴
種
の
院
主
」
と
い
う
限
定
さ
れ
た
語
義
と
な
り
、
南
北
朝
時
代
に

定
着
し
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。「
門
跡
」
と
い
う
語
義
が
明
確
に
示
さ
れ
な
い

ま
ま
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ

る
が
、
永
村
氏
が
提
示
し
た
語
義
の
変
化
は
大
き
な
流
れ
で
あ
り
、
や
は
り
個
々
の

門
跡
の
実
態
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

醍
醐
寺
の
門
跡
で
あ
る
三
宝
院
門
跡
の
研
究
の
多
く
も
、
森
茂
暁
氏
『
満
済
』
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
世
俗
社
会
と
の
関
わ
り
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た（
６
）。
こ
う
し
た
研
究
に
よ
り
、
三
宝
院
賢
俊
や
三
宝
院
満
済
に
よ
る
室
町
幕
府
の
祈

祷
勤
修
や
幕
政
に
お
い
て
果
た
し
た
政
治
的
役
割
は
解
明
さ
れ
、
大
き
な
成
果
が
挙

げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
三
宝
院
門
跡
の
拠
所
と
い
う
べ
き
、
寺
内
に
お
け
る

立
場
や
宗
教
上
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
未
だ
解
明
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。

  

そ
こ
で
三
宝
院
門
跡
の
寺
内
活
動
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
、
そ
の
問
題
点
を
明

ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
伊
藤
清
郎
氏
は
、門
跡
組
織
は〔
院
主（
門
主
）─
門
徒（
同

宿
を
含
む
）
─
下
部
・
所
従
〕
か
ら
構
成
さ
れ
、
門
徒
の
内
部
に
は
〔
宿
老
─
一
般

門
徒
〕
と
い
う
序
列
が
存
在
し
、
宿
老
に
よ
る
内
談
が
行
わ
れ
る
と
指
摘
し
た（
７
）。
し

か
し
時
代
的
な
設
定
が
不
十
分
な
こ
と
も
あ
り
、
門
跡
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
具
体

的
な
事
例
を
も
と
に
再
度
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
土
谷
恵
氏
は
、
平
安

院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
お
け
る
三
宝
院
が
、
院
主
と
門
弟
、
執
行
・
三
綱
・
承
仕

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
醍
醐
寺
政
所
の
構
成
員
を
吸
収
し
て
、
座
主
房
を
兼

三
宝
院
門
跡
と
門
徒
　
─
主
に
室
町
時
代
を
中
心
に
─

藤
井
雅
子
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ね
る
醍
醐
寺
の
中
枢
機
関
と
し
て
位
置
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る（
８
）。
こ
の
三
宝
院
の

内
部
構
造
は
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
室
町
時
代
に
三
宝
院
門
跡
が
座
主
を
兼
帯
し
て

い
た
状
態
に
類
似
し
て
お
り
、
傾
聴
す
る
べ
き
説
で
あ
る
。

　

鈴
木
智
恵
子
氏
は
、
室
町
時
代
に
お
い
て
門
跡
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
「
出
世

者
」「
世
間
者
」
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
し
、「
出
世
者
」
と
は
「
門
跡
や
供
僧
の
資

に
連
な
り
、法
流
の
担
い
手
と
な
り
得
る
選
ば
れ
た
者
」
と
位
置
づ
け
、さ
ら
に
「
院

家
や
他
の
子
院
の
所
属
の
者
が
、
門
跡
と
子
弟
関
係
を
結
び
、
そ
の
側
近
と
な
る
こ

と
は
、
本
来
の
所
属
の
子
院
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
上
格
へ
の
昇
進
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
こ
の
よ
う
な
経
路
を
持
つ
僧
を
出
世
者
と
称
し
た
」
と
指
摘
し
た
。「
世
間
者
」

に
つ
い
て
は
「
房
官
を
そ
の
頂
点
と
す
る
職
に
就
い
て
い
た
、
寺
内
に
お
い
て
は
俗

的
な
部
分
を
構
成
し
て
い
た
人
々
」
と
述
べ
て
い
る（
９
）。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
す
で

に
、「
出
世
者
」
と
は
、「
出
世
」
自
身
が
昇
進
す
る
た
め
に
「
出
世
」
と
称
さ
れ
た

と
考
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
門
跡
を
出
世
さ
せ
る
役
割
を
担
う
者
で
、
門
跡
の
修
学

に
深
く
関
わ
る
者
と
い
う
別
の
意
味
を
設
定
し
、「
世
間
者
」
に
つ
い
て
は
、
門
跡

を
「
世
間
」
さ
せ
る
者
、
す
な
わ
ち
門
跡
領
な
ど
の
「
世
間
」
物
の
管
理
や
、
世
俗

社
会
と
の
関
わ
り
を
取
り
仕
切
る
役
割
を
果
た
す
者
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
意
味

を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
反
論
し
た）

（1
（

。

　

服
部
幸
子
氏
に
よ
る
「
中
世
醍
醐
寺
に
お
け
る
法
身
院
と
満
済
に
関
す
る
一
考

察）
（（
（

」（
以
後
服
部
論
文
Ａ
）
は
、
室
町
前
期
の
三
宝
院
門
跡
満
済
が
拠
点
と
し
た
京

門
跡
法
身
院
に
つ
い
て
初
め
て
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
氏
は
「
醍
醐
寺
満

済
の
准
后
庁
と
房
官
に
関
す
る
一
考
察）

（1
（

」（
以
後
服
部
論
文
Ｂ
）
の
中
で
、
満
済
の

准
后
宣
下
に
伴
う
私
的
な
准
后
「
庁
」
が
、
出
世
別
当
官
、
庁
務
を
筆
頭
と
し
た
世

間
別
当
官
・
院
司
・
公
文
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
庁
務
を
兼
帯
し
た
三

宝
院
房
官
で
代
々
「
大
渓
」
と
称
し
た
〔
豪
仲
─
豪
意
─
豪
快
〕
の
系
譜
を
挙
げ
て

い
る
。
し
か
し
氏
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
准
后
庁
と
三
宝
院
の
政
所
、
寺
家

政
所
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
。

　

そ
う
し
た
中
で
拙
稿
「
室
町
時
代
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
実
態
」
で
は
、
室
町

時
代
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
が
頻
繁
に
交
代
し
た
こ
と
に
注
目
し
、
寺
内
に
お
け
る

三
宝
院
門
跡
の
実
態
を
検
討
し
た
が
、
門
跡
組
織
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た）

（1
（

。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
三
宝
院
門
跡
の
立
場
が
確
立
し
た
と
評
価
さ
れ
る）

（1
（

、
室
町
前

期
の
満
済
期
前
後
を
中
心
に
、三
宝
院
門
跡
の
寺
内
に
お
け
る
立
場
や
そ
の
構
成
員
、

特
に
門
徒
・
房
官
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
組
織
や
実
態
に
つ
い
て
解

明
す
る
こ
と
を
具
体
的
な
検
討
課
題
と
し
、
寺
院
社
会
に
お
い
て
門
跡
が
存
続
す
る

条
件
に
言
及
し
た
い
。

  

な
お
前
述
し
た
通
り「
門
跡
」に
は
、「
貴
種
住
持
の
院
家
」（
場
）と「
貴
種
の
院
主
」

（
人
格
）
と
い
う
二
つ
の
語
義
が
あ
り
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
の
違
い
に
も

注
目
し
な
が
ら
検
証
を
行
い
た
い
。

　

ま
た
三
宝
院
門
跡
が
名
実
と
も
に
「
門
跡
」
と
称
し
て
そ
の
立
場
を
確
立
し
た
の

は
、室
町
前
期
の
満
済
期
で
あ
り
、そ
れ
以
前
に
三
宝
院
を
相
伝
し
た
者
は
本
来
、「
三

宝
院
院
主
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
南
北
朝
期
の
賢
俊
以
前
か
ら
「
門
跡
」
へ
の

動
き
は
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
便
宜
上
「
三
宝
院
門
跡
」
と
表

記
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

本
稿
で
用
い
る
「
門
徒
」
と
は
、「
門
跡
と
師
資
関
係
に
あ
り
、
門
跡
の
法
流
を

相
承
す
る
弟
子
、
も
し
く
は
そ
の
集
団
」
と
し
、「
房
官
（
坊
官
）」
と
は
、「
門
跡

に
属
し
、門
跡
経
営
な
ど
の
俗
的
な
部
分
に
携
わ
る
寺
僧
」
と
定
義
す
る
。
ま
た
「
門

下
」
と
は
、「
門
徒
・
房
官
を
含
む
門
跡
に
参
仕
す
る
寺
僧
集
団
」
と
い
う
意
味
で

用
い
る
。
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第
一
章　

三
宝
院
院
主
か
ら
三
宝
院
門
跡
へ

（
１
）
三
宝
院
・
三
宝
院
流
の
相
承
と
三
宝
院
門
跡

  

ま
ず
三
宝
院
門
跡
の
成
立
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
の
人
格
的
門
跡
の
立
場
の

変
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

三
宝
院
は
平
安
院
政
期
に
勝
覚
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
院
家
で
あ
る
が
、
院
家
創

建
当
初
よ
り
、
醍
醐
寺
に
お
け
る
法
脈
の
中
心
と
し
て
、
そ
の
院
主
は
醍
醐
寺
座
主

を
兼
帯
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
三
宝
院
の
院
家
と
法
流
と
座
主
が
一
体

に
相
伝
さ
れ
る
状
態
が
、
三
宝
院
院
主
に
と
っ
て
理
想
的
な
も
の
と
永
く
認
識
さ
れ

て
き
た
。

　

三
宝
院
は
【
表
１
】
の
通
り
に
継
承
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
出
自
を
み

る
と
、
平
安
院
政
期
の
三
宝
院
建
立
当
初
は
、
願
主
が
源
氏
で
あ
っ
た
理
由
か
ら
、

院
主
（
門
跡
）
も
源
氏
一
族
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
平
安
院
政
期
の
勝
賢

以
降
は
、
特
定
の
家
門
か
ら
院
主
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
名
家
以
上
の

貴
族
の
子
息
や
親
王
の
入
室
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
室
町
前
期
の
満
済
以
降

は
摂
関
家
の
子
息
が
将
軍
の
猶
子
と
し
て
入
室
し
、
名
実
と
も
に
貴
種
の
院
主
た
る

門
跡
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。

  

史
料
上
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
初
見
は
、管
見
の
限
り
、建
長
六
年
（
一
二
五
四
）

の
後
嵯
峨
上
皇
院
宣
と
み
ら
れ
る
（『
大
日
本
古
文
書　

家
わ
け
十
九　

醍
醐
寺
文

書
』
以
下
『
大
古
』、
七
─
一
三
六
六（
三
））。
こ
の
中
に
は
「
醍
醐
寺
座
主
事
、
所

被
宣
下
候
也
、
是
非
被
付
三
宝
院
門
跡
、
依
当
時
之
器
量
所
被
補
也
」
と
あ
り）

（1
（

、
こ

こ
で
の
「
門
跡
」
の
意
味
は
、
単
な
る
「
三
宝
院
流
を
相
承
す
る
院
主
」
と
も
と
ら

れ
る
も
の
の
、
先
に
見
た
門
跡
の
系
譜
を
考
慮
す
る
と
、「
三
宝
院
流
を
相
承
す
る

貴
種
の
院
主
」
と
の
意
味
も
含
ん
だ
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
。

【表１】三宝院門跡表（平安時代～江戸前期）
門跡 出　　自 師 生　没　年 備　考
勝覚 左大臣源（堀川）俊房息 定賢入壇、義範付法・写瓶、範俊重受 天喜五年（1057）～大治四年（1129）
定海 右大臣源顕房息 義範入室、勝覚入壇・付法・写瓶 承保元年（1074）～久安五年（1149）
元海 大納言源（京極）雅俊息 定海入室・写瓶、禅恵付法 寛治七年（1093）～保元元年（1156）
実運 左大臣源（堀川）俊房息 元海付法・写瓶、寛信入壇 長治元年（1104）～応保元年（1161）
勝賢 少納言藤原（高階）通憲息 実運入壇・写瓶、最源入室 保延四年（1138）～建久七年（1196）
実継 大納言藤原（三条西）公保息 行海・雅宝入室、勝賢重受 久寿元年（1154）～建仁四年（1204）
成賢 中納言藤原（桜町）成範息 勝賢入室・写瓶 応保二年（1162）～寛喜三年(1231）
良海 摂政藤原（九条）兼実息 実継・成賢弟子 寿永二年（1182）～建保六年（1218）
聖海 惟明親王息 成賢入壇 建永元年（1206）～未詳 三品親王
勝尊 摂政藤原（松殿）師家息 実賢入壇 未詳
憲深 侍従源（中院）通成息 成賢入壇 建久三年（1192）～弘長三年（1263）
定済 内大臣源（土御門）定通息 憲深・定親入壇 承久二年（1220）～弘安五年（1282）
定勝 左大臣源（山階）実雄息 定済入壇 寛元三年（1245）～弘安六年（1283）
道性 亀山院宮 法助准后入壇、定勝重受 弘安元年（1278）～未詳
聖兼 摂政藤原（近衛）家実息 阿弥陀院行誉入壇、定済入壇 仁治元年（1240）～永仁元年（1293） 東大寺別当、東南院
聖雲 亀山院宮 頼瑜入壇、実勝入室、親玄入壇、重受 文永八年（1271）～正和三年（1314）
定任 大納言藤原（中御門）帥経任息 定勝・通海入壇 弘長二年（1262）～延慶二年（1309）
賢助 太政大臣藤原（洞院）公守息 通海・定任入壇 弘安三年（1280）～正慶二年（1333）
聖尊 後二条院宮 賢助入壇 嘉元二年（1304）～応安三年（1370）
聖尋 藤原（鷹司）基忠息 阿弥陀院聖忠入壇、定耀重受 未詳
賢俊 大納言藤原（日野）俊光息 賢助入壇・付法・写瓶 正安元年（1299）～延文二年（1357）
光済 大納言藤原（日野）資明息 賢俊入室・付法・写瓶 嘉暦元年（1326）～康暦元年（1379）
聖珍 伏見院宮 阿弥陀院聖尋入壇 未詳～永徳二年（1382） 東南院
光助 大納言藤原（日野）時光息 光済付属資、弘賢入壇 観応二年（1351）～嘉慶三年（1389）
満済 藤原（二条）師冬息、足利義満猶子 実済入壇、隆源重受 永和四年（1378）～永享七年（1435）
義賢 大納言源満詮（足利義満舎弟）息 満済入室・付法・写瓶 応永六年（1399）～応仁二年（1468）
政深 関白藤原（近衛）房嗣息、足利義教猶子 義賢付法 永享九年（1437）～不詳
義覚 足利義政息 無受法 応仁二年（1468）～文明十五年（1483）
政紹 関白藤原（九条）政忠息、足利義政猶子 賢深入壇、重賀重受 文正元年（1466）～延徳三年（1491）
持厳 藤原（今小路）成冬息、関白二条持通猶子 賢松重受 不詳～永正七年（1510） 随心院
義堯 関白藤原（九条）政基息、足利義稙猶子 源雅入壇 永正二年（1505）～永禄七年（1564）
義演 関白藤原（二条）晴良息、足利義昭猶子 雅厳入壇、亮淳重受 永禄元年（1558）～寛永三年（1626）
※【表１】は「三宝院列祖次第」『醍』43 函 47 号、「醍醐寺新要録」座主次第篇、「五八代記」、「公卿補任」を参考にして作成した。
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（
２
）
三
宝
院
の
焼
失
と
再
興

　

平
安
院
政
期
の
三
宝
院
建
立
か
ら
鎌
倉
前
期
の
院
主
成
賢
の
頃
ま
で
の
三
宝
院
に

つ
い
て
は
、
土
谷
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
三
宝
院
が
寺
内
に
お
い
て
筆
頭
的
な
立
場
に

存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
鎌
倉
中
期
以
降
、
三
宝
院
は
正
治
二

年
（
一
二
〇
〇
）、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
の
三
度
に

わ
た
り
焼
失
を
繰
り
返
し
た
た
め
、
院
主
は
三
宝
院
で
は
な
く
、
宝
池
院
に
住
持
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た（「
醍
醐
寺
新
要
録
」以
下「
新
要
録
」三
宝
院
篇
）。
よ
っ

て
定
済
以
降
の
院
主
は
、
実
体
の
な
い
三
宝
院
を
相
伝
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　

ま
た
三
宝
院
流
は
鎌
倉
中
期
以
降
、定
済
を
先
師
と
す
る
三
宝
院
流
宝
池
院
方（
定

済
方
）、地
蔵
院
方
、憲
深
を
先
師
と
し
報
恩
院
を
拠
点
と
す
る
憲
深
方
（
報
恩
院
方
）

に
分
流
し
、
三
者
に
よ
っ
て
正
統
が
主
張
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
法
流
を
め
ぐ
る
対
立

を
う
け
て
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）、
伏
見
天
皇
綸
旨
に
よ
り
報
恩
院
憲
淳
に
三

宝
院
流
嫡
流
相
承
が
認
め
ら
れ
た
（『
大
古
』
二
─
三
四
八
）。
こ
う
し
て
鎌
倉
後
期

以
降
、
憲
深
方
が
三
宝
院
流
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。

  

さ
ら
に
三
宝
院
門
跡
に
よ
っ
て
兼
帯
さ
れ
て
い
た
座
主
職
も
、
金
剛
王
院
や
阿
弥

陀
院
と
い
っ
た
三
宝
院
以
外
の
院
主
が
補
任
さ
れ
る
こ
と
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
（「
新
要
録
」
座
主
次
第
篇
）。
こ
う
し
て
本
来
、
院
家
と
法
流
が
一
体
に
相
承
さ

れ
る
こ
と
で
、
寺
内
の
中
核
的
な
立
場
を
守
っ
て
き
た
三
宝
院
門
跡
は
、
鎌
倉
後
期

に
は
そ
の
立
場
を
弱
め
て
い
っ
た）

（1
（

。

　

そ
の
後
、
三
宝
院
門
跡
の
失
墜
し
た
立
場
を
再
興
し
よ
う
と
し
た
の
が
南
北
朝

期
に
活
躍
し
た
三
宝
院
賢
俊
で
あ
る
。
賢
俊
は
、
醍
醐
寺
の
報
恩
院
・
金
剛
王
院
・

理
性
院
と
い
う
有
力
三
院
家
を
門
徒
化
し
、
そ
れ
ら
の
上
に
立
つ
こ
と
で
三
宝
院

門
跡
の
寺
内
に
お
け
る
地
位
を
高
め
て
、
再
興
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
文
和
二
年

（
一
三
五
三
）
五
月
に
、
賢
俊
は
公
家
に
対
し
て
、
闕
所
と
な
っ
て
い
た
三
院
家
の

「
管か
ん
り
よ
う領」

権
を
求
め
た
（『
大
古
』
八
─
一
八
二
〇
）。
こ
れ
に
う
け
て
同
八
月
、
賢

俊
は
綸
旨
に
よ
っ
て
報
恩
院
の
「
管
領
」
を
認
め
ら
れ
（『
醍
醐
寺
文
書
聖
教
』
以

下
『
醍
』、
二
三
函
二
三
号
二
番
）、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
隆
憲
に
対
し
て
報
恩

院
を
安
堵
し
た
（『
醍
』
二
三
函
二
三
号
一
番
）。
そ
し
て
理
性
院
は
宗
助
に
、
金
剛

王
院
は
頼
俊
に
対
し
て
同
様
の
処
置
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
三
院
家
を
三
宝
院
門
跡

の
被
官
と
し
て
、
門
徒
と
し
た
（『
醍
』
二
五
函
二
〇
七
号）

（1
（

）。

  

さ
ら
に
賢
俊
が
座
主
職
に
補
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
門
跡
が
寺
務
組
織
の
頂
点

に
立
ち
、
座
主
を
兼
帯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）、
満
済
が

座
主
に
補
任
さ
れ
て
以
降）

（1
（

、
江
戸
前
期
ま
で
三
宝
院
門
跡
が
座
主
職
を
独
占
す
る
こ

と
と
な
っ
た
（「
新
要
録
」
座
主
次
第
篇
）。
つ
ま
り
賢
俊
は
座
主
を
兼
帯
す
る
こ
と

に
よ
り
、寺
内
に
お
け
る
門
跡
の
優
越
的
な
立
場
の
確
立
を
目
指
し
た
と
い
え
よ
う
。

  

で
は
院
家
と
し
て
の
三
宝
院
門
跡
は
何
時
再
建
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
宝
院

は
南
北
朝
期
以
降
、
門
跡
光
済
の
許
で
一
度
は
再
建
さ
れ
る
も
の
の
、
再
度
大
破
し
、

応
永
三
十
一
年
（
一
四
二
四
）
に
満
済
に
よ
り
、「
灌
頂
院
」
の
み
が
造
営
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
（「
座
主
次
第
」）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
三
宝
院
は
次
第
に
座
主
坊
と
し

て
住
持
す
る
場
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、
儀
式
の
場
と
い
う
固
有
の
機
能
の
み
を
持

つ
院
家
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
座
主
坊
（
座
主
を
支
え
る

組
織
）
が
三
宝
院
と
は
別
の
場
所
に
移
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
場
所
と
は
金

剛
輪
院
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
お
よ
び
四
章
で
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
室
町
前
期
に
三
宝
院
を
継
承
し
た
満
済
は
、
門
跡
再
興
の
た
め
に
三

宝
院
流
嫡
流
の
相
承
を
重
要
視
し
た
。
ま
ず
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）、
同
十
九
年

（
一
四
一
二
）、
満
済
は
報
恩
院
隆
源
か
ら
許
可
灌
頂
を
受
け
、
三
宝
院
流
憲
深
方
の

法
流
を
相
承
し
（『
醍
』
九
九
函
八
号
一
～
三
番
、
一
九
号
一
・
二
番
）、
三
宝
院
流
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の
正
嫡
に
相
伝
さ
れ
る
重
書
や
聖
教
の
収
集
を
積
極
的
に
行
っ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
段

階
を
経
て
三
宝
院
門
跡
は
、
院
家
・
法
流
・
座
主
と
い
う
三
位
一
体
を
再
現
し
て
、

寺
内
の
筆
頭
的
立
場
を
再
興
し
た
と
い
え
よ
う
。

（
３
）
門
跡
の
居
所
法
身
院
の
成
立

  

門
跡
を
再
興
す
る
一
方
で
、賢
俊
以
降
の
門
跡
は
武
家
と
の
交
流
を
重
視
し
て
「
足

利
将
軍
尊
氏
亭
」
に
東
隣
す
る
京
門
跡
法
身
院
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
た）

1（
（

。
そ
の
後

も
法
身
院
は
門
跡
義
賢
・
政
深
・
義
覚
・
政
紹
の
得
度
の
場
と
さ
れ
（
得
度
類
集
記

『
醍
』
一
七
四
函
一
四
号
）、
各
門
跡
は
醍
醐
寺
で
は
な
く
、
主
に
同
院
に
止
住
し
た

と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
結
局
、
法
身
院
は
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
「
物
取
」
の
た
め

に
炎
上
し
た
が
（「
五
八
代
記
」
義
円
項
）、そ
れ
以
後
し
ば
ら
く
は
再
建
さ
れ
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ）

11
（

、
門
跡
義
堯
は
、
そ
の
後
、
醍
醐
寺
の
山
上
釈
迦
院
に
止
住
し
た
よ

う
で
あ
る
（「
五
八
代
記
」
義
堯
項
）。

　

以
上
か
ら
、
三
宝
院
は
創
建
当
初
か
ら
、
貴
種
が
住
持
す
る
院
家
で
あ
っ
た
が
、

鎌
倉
中
期
頃
か
ら
三
宝
院
の
焼
失
に
伴
い
、
寺
内
に
お
け
る
立
場
は
低
下
さ
せ
て

い
っ
た
。
そ
う
し
た
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
ま
ず
賢
俊
は
寺
内
の
有
力
院
家
を
管

領
、
被
官
化
し
、
さ
ら
に
座
主
と
し
て
三
宝
院
門
跡
が
再
び
醍
醐
寺
の
優
越
的
な
存

在
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
満
済
は
分
派
し
た
三
宝
院
流
の
受
法
を
行
う
こ
と
で
、
再
び
寺
内
に
お
け

る
法
脈
の
中
心
の
場
と
し
て
三
宝
院
門
跡
を
再
興
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
一
方
で
満

済
は
京
門
跡
法
身
院
に
止
住
し
て
、
武
家
祈
祷
や
武
家
政
権
へ
参
与
し
て
い
っ
た
。

こ
こ
に
両
者
の
目
指
す
三
宝
院
門
跡
の
違
い
が
み
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
て
満
済
以
後
、三
宝
院
門
跡
は
次
第
に
門
跡
不
在
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
。

第
二
章　

門
跡
と
門
徒
・
房
官

　

人
格
的
な
門
跡
の
止
住
の
場
が
法
身
院
に
移
っ
た
こ
と
は
、
門
徒
と
の
関
係
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
門
跡
に
と
っ

て
門
徒
や
房
官
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
た
の
か
確
認
し
た
上
で
、
次
章
に
お
い
て
双
方
の
関
係
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

（
１
）
門
跡
に
お
け
る
門
徒
と
房
官
の
役
割

　

ま
ず
門
跡
の
入
室
に
お
い
て
門
徒
や
房
官
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
史
料
か

ら
確
認
し
て
み
た
い
。
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）、
足
利
義
政
の
猶
子
と
し
て
九

条
政
忠
息
で
あ
る
政
紹
が
次
期
三
宝
院
門
跡
と
な
る
た
め
入
室
し
た
が
、
そ
の
様
子

に
つ
い
て
「
得
度
類
集
記
抄
」
政
紹
項
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（『
醍
』

一
七
四
函
一
四
号
）。

　
　

 

今
度
御
入
室
事
、（
中
略
）
彼
宿
所
御
逗
留
之
間
、七（
文
明
十
六
年
）

月
五
日
、面
々
此
所
参
申
、

師
主
観（
賢
誉
）心

院
、
妙
法
院
、
理（
公
厳
）性

院
、
予（
公
深
）、

世
間
党
ニ
ハ
、
大
渓
・
按
察
両
法
眼
、

少
納
言
、
東
坊
、
大
蔵
卿
、
兵
部
卿
、
相
模
、
若
狭
法
眼
、
越
中
、
筑
後
等
也
、

金
𠝏
持
参
、
懸
御
目
畢
、
御
盃
給
之
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
政
紹
の
入
室
に
お
い
て
観
心
院
、
妙
法
院
、
理
性
院
、
報
恩
院
公

深
ら
醍
醐
寺
内
の
院
主
や
「
世
間
党
」
が
政
紹
の
「
宿
所
」
に
参
集
し
た
こ
と
が
わ

か
る
。「
世
間
党
」
と
は
、「
世
間
者
」と
同
じ
で
あ
り
、〔
は
じ
め
に
〕で
述
べ
た
よ
う

に
門
跡
を
世
間
さ
せ
る
者
、
す
な
わ
ち
門
跡
の
世
間
に
関
わ
る
庶
務
を
行
う
者
と

考
え
ら
れ
、
房
官
が
「
世
間
党
」と
よ
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る

院
主
ら
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
門
跡
と
師
資
関
係
を
結
ぶ
関
係
に
あ
り
、
門
跡
か
ら

三宝院門跡と門徒　─主に室町時代を中心に─
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「
門
徒
」「
門
人
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
門
徒
・
房
官
が
門
跡
後
嗣
を
出

迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
が
門
跡

組
織
の
中
枢
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

（
２
）
門
跡
の
門
徒

　

い
う
ま
で
も
な
く
門
跡
は
入
室
後

も
、
門
徒
や
房
官
ら
門
跡
配
下
の
集
団

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
以
下
に

示
す
賢
俊
・
満
済
・
義
覚
の
置
文
に
は
、

「
門
徒
」「
坊
人
」
の
処
遇
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
お
り
、
門
跡
に
と
っ
て
門
徒
が

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
表
２
】
に
代
々
門
跡
の
置
文
等
に

み
え
る
門
徒
（
院
家
）
を
示
し
た
が
、

こ
れ
に
よ
る
と
理
性
院
、
報
恩
院
、
観

心
院
、
中
性
院
、
妙
法
院
が
そ
の
代
表

的
な
門
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

理
性
院
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
賢
俊

に
よ
っ
て
宗
助
が
新
院
主
に
安
堵
さ
れ

た
の
契
機
と
し
て
、
門
跡
に
「
扶
持
」

さ
れ
、
門
跡
に
と
っ
て
「
真
俗
」
に
わ

た
る
「
御
用
」
を
勤
め
る
門
徒
と
さ
れ

た
（「
前
大
僧
正
賢
俊
置
文
」『
醍
』
二
〇
号
四
七
号
、
一
〇
四
号
一
号
、
以
下
「
賢

俊
置
文
」）。
そ
し
て
満
済
は
理
性
院
宗
観
を
「
執
権
」
と
い
う
地
位
に
「
申
付
」
け

た
（「
満
済
自
筆
公
家
以
下
条
々
置
文
」『
醍
』
二
五
函
二
〇
七
号
、
以
下
「
満
済
置

文
」）。
こ
れ
は
「
門
跡
」
が
兼
帯
す
る
座
主
の
「
執
権
」
で
、「
寺
務
代
」
と
も
よ

ば
れ
る
も
の
で
、
寺
務
を
統
轄
し
、
世
俗
の
庶
務
を
掌
る
役
職
で
あ
る
。
こ
の
「
寺

務
代
」
に
つ
い
て
は
「
新
要
録
」
巻
十
五
に
、
宗
助
以
来
の
代
々
の
理
性
院
院
主
が

同
職
を
「
相
続
」
し
た
と
記
さ
れ
る
。

　

報
恩
院
は
、代
々
の
院
主
が
「
門
跡
」
に
対
し
て
「
受
法
」「
受
戒
」
を
行
っ
た
（「
満

済
置
文
」、「
権
僧
正
義
堯
置
文
」『
大
古
』
七
─
一
四
四
二
、
以
下
「
義
堯
置
文
」）。

こ
う
し
た
「
門
跡
」
と
報
恩
院
院
主
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
准
三
后
義
演
灌
頂
抄
」

に
、「
一
憲
深
僧
正
房
以
来
為
報
恩
院
師
範
事
」
と
あ
り
、
鎌
倉
中
期
に
憲
深
が
三

宝
院
定
済
に
法
流
を
相
承
し
て
以
来
、
代
々
の
報
恩
院
院
主
は
「
三
宝
院
門
跡
」
の

「
師
範
」
を
勤
め
、「
門
跡
」
と
門
徒
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
師
資
関
係
に
お

い
て
は
逆
転
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（『
醍
』
一
三
〇
函
五
三
号
）。
さ
ら
に

報
恩
院
賢
深
は
、
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）「
門
跡
」
義
覚
の
時
、「
御
経
蔵
奉
行
」

を
命
じ
ら
れ
、
文
明
十
四
年
（
一
四
七
〇
）
と
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）、
門
跡
の

経
蔵
の
管
理
を
行
っ
て
聖
教
目
録
を
作
成
し
て
い
る
。
報
恩
院
隆
済
は
幼
少
の
義
覚

に
代
わ
り
、修
法
を
行
う
「
御
祈
御
手て
が

代わ
り

」）
11
（

を
勤
め
た
（「
醍
醐
寺
掟
書
案
」『
大
古
』

八
─
一
九
一
九
）。

　

観
心
院
は
、「
満
済
置
文
」
に
お
い
て
「
当
流
随
一
也
」、「
義
堯
置
文
」
に
も
「
観

心
院
者
、
当
流
無
子
細
門
弟
也
」
と
み
え
る
が
、「
当
流
」
と
は
三
宝
院
流
宝
池
院

方
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
観
心
院
は
宝
池
院
方
を
相
承
す
る
「
随
一
」
の

門
弟
と
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
門
徒
の
法
流
相
承
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
、
門
跡
の
「
御
師
主
」
や
「
御
経
蔵
奉
行
」、「
御
祈
御
手
代
」
を
勤
め
た

（「
醍
醐
寺
掟
書
案
」「
得
度
類
従
記
抄
」）。

【表２】門徒一覧
院家名出　典 理性院 報恩院 観心院 中性院 妙法院 無量寿院 金剛王院 西南院 光台院

〔賢俊置文〕『醍』20函47号、104函1号、延文二年
（1357） ○宗助 ○隆憲 ○定憲 ○

〔満済置文〕同25函207号、永享六年（1434）・同七年 ○宗観、宗済 ○隆済、隆源 ○房助 ○重賀 ○賢快、長済 ○賢紹 ○房仲 ○顕済
〔准后満済自筆覚書〕同25函59号、教賢への「祗候」
名、永享七年 ○ ○顕済

〔得度類集記抄〕政深項、同174函14号、「役者」、　
宝徳元年（1449） ○宗済 ○隆済 ○賢誉 ○重賀 ○ ○ ○ ○

〔醍醐寺掟書案〕『大古』8-1919、義覚「相計申人数」、
文明元年（1469） ○公厳 ○隆済 ○賢誉 ○隆海

〔得度類集記抄〕義覚項　「役者」、文明十四年（1482） ○賢深 ○賢誉 ○重賀 ○賢超
〔得度類集記抄〕政紹項　「役者」、文明十六年（1484）○理性院法眼 ○賢深、公深 ○賢誉 ○重賀 ○ ○弘宣
〔得度類集記抄〕義堯項　「役者」、永正十一年（1514）○厳助 ○源雅 ○持昭
〔権僧正義堯置文案〕『大古』7-1442、「坊人」、大永
年間（1521～27） ○宗永、厳助 ○源雅、隆深 ○堯雅 ○厳誠 ○堯済 ○堯雅（兼帯）○ ○弘宣、弘賀
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妙
法
院
は
、
代
々
「
法
流
羽う

翼よ
く

」
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
満
済
は
妙
法

院
賢
快
に
対
し
て
「
一
流
伝
持
」（
三
宝
院
流
）
を
全
う
す
る
た
め
に
伝
授
を
行
っ

て
お
り
、
師
弟
関
係
が
確
認
で
き
る
（「
満
済
置
文
」）。

　

こ
の
よ
う
に
人
格
的
門
跡
は
、
門
徒
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
た
が
、
そ
の
紐

帯
は
法
流
相
承
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
法
流
相
承
は
門
跡
か
ら
門
弟
の
み
な
ら
ず
、
門

弟
か
ら
門
跡
の
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
要
因
は
様
々
だ
が）

11
（

、
満
済
の
場
合
は
、
分
流

し
た
三
宝
院
流
を
多
く
相
承
す
る
こ
と
で
、
寺
内
に
お
け
る
法
流
上
で
の
筆
頭
的
な

立
場
を
得
よ
う
と
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
門
跡
に
と
っ
て
門
徒
は
様
々
な
役
割
を
果
た
す
存
在
で
あ
り
、
理
性
院
は

寺
家
政
所
に
お
け
る
寺
務
代
と
し
て
寺
内
の
庶
務
や
僧
侶
の
統
括
を
行
う
な
ど
、
寺

務
に
関
わ
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
一
方
、
報
恩
院
・
観
心
院
・
妙
法
院
は
、「
門
跡
」

の
「
師
主
」
や
聖
教
の
管
理
を
行
う
な
ど
、
法
流
相
承
に
深
く
関
わ
り
、
聖
俗
に
わ

た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
分
掌
し
て
い
た
。
な
お
こ
れ
ら
の
門
徒
中
に
は
一
定
の

序
列
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
満
済
准
后
日
記
」
の
門
跡
に
お
け
る
儀
式
や

門
跡
の
置
文
等
に
記
述
さ
れ
る
順
序
を
み
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
理
性
院

が
そ
の
筆
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
満
済
に
と
っ
て
は
寺
務
を
補
佐
す
る
理

性
院
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
門
徒
と
し
て
認
識
さ
れ
、
上
層
に
存
在
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る）

11
（

。
ま
た
報
恩
院
も
、
鎌
倉
後
期
以
来
、
三
宝
院
流
の
正
統
が
報
恩
院
に
相
伝

さ
れ
て
い
た
た
め
、
法
流
相
承
を
重
視
す
る
満
済
に
と
っ
て
は
重
要
な
門
徒
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
門
跡
の
房
官

　

三
宝
院
門
跡
の
房
官
の
う
ち
、
系
譜
の
辿
れ
る
家
は
【
表
３
】
に
記
し
た
通
り
で

あ
る
。
室
町
前
期
よ
り
安
土
桃
山
期
に
至
る
ま
で
、
世
襲
さ
れ
た
房
官
の
「
家
」
が

確
認
さ
れ
る
が
、特
に「
井
内
」家
は
、「
満
済
准
后
日
記
」の
中
に「
大
蔵
卿
上
座
」（
経

祐
）
の
名
が
散
見
さ
れ
、「
義

演
准
后
日
記
」
に
も
「
代
々

彼
家
井
ノ
内
、経
ノ
字
用
之
、

法
身
院
准
后
御
代
、
経
祐
法

眼
ト
有
之
」
と
記
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
室
町
前
期
の
「
門

跡
」
満
済
か
ら
安
土
桃
山
期

の
「
門
跡
」
義
演
に
至
る
ま

で
、
代
々
「
経
」
を
通
字
と

し
て
房
官
職
が
世
襲
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
慶
長

元
年
十
二
月
十
三
日
条
）。

ま
た
服
部
論
文
Ｂ
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
「
大
渓
」
家

も
、
満
済
以
後
も
世
襲
化
さ

れ
た
。

　

房
官
の
役
割
に
つ
い
て
は
、

門
跡
の
堂
宇
・
門
跡
領
の
管

理
、
財
務
の
管
理）

11
（

や
門
跡
御

教
書
の
奉
者）

11
（

な
ど
門
跡
の
俗

的
な
庶
務
を
勤
め
た
り
、
儀

式
の
奉
行
や
出
仕）

11
（

、
法
会
に

お
け
る
行
事
僧）

11
（

、
供
奉
・
陪

膳
・
使
者）

1（
（

を
勤
め
た
と
み
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
三
宝
院
門

【表３】坊官一覧
公名（家名）

出　典
民部卿法眼、庁務法眼

（大渓）
大蔵卿寺主
（井内）

兵部卿上座
（小倉）

宰相上座
（梅津） 按察 越中 民部卿寺主 少納言寺主

［賢俊置文］『醍』20函47号、104函1号、
門跡房官の処遇、延文二年（1357） （○最秀法橋）

〔隆源僧正記〕『新要録』p.1241、満済
の供奉、応永六年（1399）

○〈小倉〉兵部
卿上座 ○賢慶

〔満済准后日記〕応永卅三年（1426）正
月八日条、満済の供奉 ○親秀 ○宗弁

〔満済置文〕同25函59号、門跡房官の
処遇、永享六年（1434）・同七年

○豪意→
愛如意丸（豪快） ○経祐 ○親秀 ○孝賢→孝淳

〔准后満済自筆覚書〕『醍』25函59号
教賢「祗候人数」、永享七年（1435） ○ ○

〔或記〕『新要録』p.1244、義賢の供奉、
康正三年（1457） ○豪甚 ○経長

→経甚
○治部卿法橋胤盛
→永盛

〔醍醐寺掟書案〕『大古』8-1919
義覚「相計申人数」、文明元年（1469） ○豪甚 ○経甚 ○親秀 ○宗弁

〔得度類集記抄〕義覚項、『醍』174函
14号、「役者」、文明十四年（1482） （○豪俊上座） ○宗親

〔得度類集記抄〕政紹項、「宿所」に「参
申」者・「役者」、文明十六年（1484） ○ ○経秀 ○ ○ ○ ○宗親 ○長栄

〔得度類集記抄〕義堯項、「役者」、永
正十一年（1514） ○長信

※【表２】【表３】中の「○」印は史料中に表記されることを示し、さらに僧名がわかる場合は併せて記した。
　「→」は親族による世襲関係を表す。

三宝院門跡と門徒　─主に室町時代を中心に─
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跡
の
房
官
が
果
た
し
た
役
割
は
、
延
暦
寺
青
蓮
院
門
跡
の
房
官
の
役
割
と
比
較
し
て

ほ
ぼ
同
様
と
い
え
よ
う）

11
（

。
但
し
三
宝
院
門
跡
房
官
は
、
門
跡
の
世
俗
に
関
わ
る
重
要

な
存
在
と
し
て
、「
世
間
党
」「
世
間
者
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
通

り
で
あ
る）

11
（

。
房
官
の
序
列
や
役
割
分
担
に
つ
い
て
は
、
大
渓
家
が
満
済
准
后
の
「
庁

務
」
を
勤
め
て
お
り）

11
（

、
ま
た
井
内
家
も
代
々
門
跡
の
「
談
合
」
に
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
両
家
が
門
跡
の
経
営
の
中
核
に
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
よ
っ

て
室
町
時
代
に
お
い
て
こ
の
両
家
が
房
官
の
頂
点
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

な
お
「
門
跡
」
は
房
官
の
出
家
得
度
に
関
わ
り
、
両
者
は
師
資
関
係
を
基
礎
し
て

存
続
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
愛
玉
公
出
家
記
『
醍
』
八
函
一
二
八
号
六
番
）。

　

以
上
、
本
章
で
は
門
跡
を
支
え
る
門
徒
と
房
官
の
役
割
を
見
て
き
た
が
、
理
性
院

が
代
々
「
寺
務
代
」
と
し
て
、
法
身
院
住
持
の
門
跡
の
代
わ
り
に
寺
家
政
所
を
守
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
室
町
前
期
に
お
け
る
満
済
以
降
、
醍
醐
寺
座
主

と
三
宝
院
門
跡
と
は
完
全
に
兼
帯
さ
れ
て
い
た
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
寺
家
政
所
と
門
跡
組
織
も
ほ
ぼ
兼
帯
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
自

然
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
醍
醐
寺
文
書
聖
教
』
に
お
い
て
管
見
の
限
り
、
室
町
時
代

に
お
け
る
「
寺
家
政
所
」
発
給
の
文
書
が
一
通
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

は）
11
（

、
聊
か
早
急
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
来
寺
家
政
所
の
三
網
ら
が
行
う
べ
き
職
掌
を
、

門
跡
の
房
官
が
代
行
し
、
寺
家
の
命
令
と
し
て
三
宝
院
門
跡
御
教
書
を
発
給
し
た
た

め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
章　
「
門
跡
」
と
門
跡
組
織
の
乖
離

  

前
章
の
通
り
、
様
々
な
役
割
を
担
う
門
徒
や
坊
官
ら
は
、
門
跡
を
支
え
る
組
織
を

構
成
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
が
、
京
門
跡
法
身
院
に
止
住
し
た
門
跡
は
、
門
徒
や
門

跡
組
織
の
場
は
何
処
に
置
い
て
、
支
配
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）
門
跡
組
織
の
場

　
「
満
済
置
文
」
に
は
、「
寺
住
真
俗
門
弟
・
坊
人
、
永
不
可
被
召
置
京
門
跡
候
、
於

暫
時
事
者
、
勿
論
々
々
候
哉
」
と
あ
り
、「
寺
住
門
弟
・
坊
人
」
す
な
わ
ち
門
徒
や

房
官
は
、「
京
門
跡
」
法
身
院
に
永
く
召
し
置
い
て
は
な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
「
門
跡
」
満
済
が
京
門
跡
に
止
住
し
て
も
、
門
徒
は
「
門
跡
」
に
随
行
せ
ず

に
、
醍
醐
寺
に
住
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

  

で
は
門
徒
や
房
官
は
、
醍
醐
寺
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
門
跡
組
織
を
築
き
、
運
営

を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
満
済
は
置
文
の
中
で
、「
門
跡
大
小
公
事
」
は
「
真

俗
坊
人
」
す
な
わ
ち
門
徒
や
房
官
と
相
談
し
、「
門
跡
」
の
「
一
身
」
に
よ
る
「
御
計
」

ら
い
で
決
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
命
じ
て
い
る
（「
満
済
置
文
」）。

　

さ
ら
に
満
済
は
次
期
「
門
跡
」
義
賢
の
後
嗣
を
教
賢）

11
（

と
定
め
て
、
醍
醐
寺
金
剛
輪

院）
11
（

に
住
持
さ
せ
（「
満
済
置
文
」）、
次
の
よ
う
な
覚
書
を
作
成
し
た
（「
准
后
満
済
自

筆
覚
書
」『
醍
』
二
五
函
五
九
号
）。

　
　

若（

教

賢

）

公
様
御
方
奉
付
可
祗
候
人
数
事

　
　
　

顕（
西
南
院
）

済
僧
都

　
　
　

庁（
豪
意
）務
法
眼

　
　
　

宰
相
上
座

　
　

 

於
自
余
児
・
坊
官
・
侍
如
此
間
致
祗
候
、
御
番
等
無
懈
怠
可
致
沙
汰
、
申
沙
汰

候
人
数
、
雖
何
事
一
事
不
可
有
相
違
、
毎
事
理
性
院
僧
正
・
庁
務
法
眼
・
宰
相

加
談
合
、
可
令
沙
汰
、
御（
金
剛
輪
院
）

院
家
雑
具
道
具
雖
一
物
不
可
出
京
、

　
　
　
　
　
　

永
享
七
五
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
（
花（
満
済
）押
） 

　

こ
の
中
で
満
済
は
教
賢
の
許
に
門
徒
で
あ
る
西
南
院
顕
済
、
庁
務
法
眼
大
渓
豪
意

を
は
じ
め
と
す
る
房
官
、「
児
・
坊
官
・
侍
」
が
「
祗
候
」
し
「
御
番
」
を
行
わ
せ
、
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理
性
院
や
房
官
豪
意
ら
の
「
談
合
」
に
よ
っ
て
「
門
跡
」
後
嗣
を
支
え
る
よ
う
命
じ

て
い
る
。
そ
し
て
金
剛
輪
院
の
「
雑
具
道
具
」
は
決
し
て
醍
醐
寺
か
ら
出
し
て
は
な

ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
満
済
は
法
身
院
に
止
住
し
た
ま
ま
、
後
嗣
教
賢

を
頂
点
と
し
た
門
跡
組
織
に
代
替
す
る
組
織
を
金
剛
輪
院
に
形
作
ろ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
三
歳
で
「
門
跡
」
と
な
っ
た
義
覚
は
、
足
利
義
政

と
日
野
富
子
の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幕
府
と
の
密
接
な
関
わ
り
に
よ
っ
て
入
室
し

た
が
、
幼
少
の
「
門
跡
」
は
当
然
、
修
法
や
支
配
を
行
え
な
い
た
め
、
第
二
章
で
述

べ
た
よ
う
に
門
徒
ら
に
よ
っ
て
、「
門
跡
」
の
「
御
祈
手
代
」
や
「
御
経
蔵
御
奉
行
」

が
勤
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
「
御
門
跡
中
諸
事
」
を
計
ら
い
申
す
「
人
数
」
が
定
め
ら

れ
、
そ
の
構
成
員
に
は
、
報
恩
院
や
金
剛
王
院
、
観
心
院
、
理
性
院
と
い
う
門
徒
の

ほ
か
、
大
渓
豪
意
や
井
内
経
甚
ら
房
官
が
命
じ
ら
れ
た
（「
醍
醐
寺
掟
書
案
」『
醍
』

八
─
一
九
一
九
）。

  

以
上
か
ら
、「
門
跡
」
は
法
身
院
に
住
持
し
た
が
、
そ
の
一
方
で
門
跡
組
織
は
醍

醐
寺
に
置
か
れ
、
以
後
、
そ
れ
を
構
成
す
る
譜
代
の
門
徒
や
房
官
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
義
覚
は
「
五
八
代
記
」
に
「
御
童
形
初
例
歟
」
と
記
さ

れ
る
よ
う
に
、
三
宝
院
門
跡
に
お
い
て
初
の
幼
少
の
「
門
跡
」
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

こ
そ
門
跡
組
織
が
「
門
跡
」
を
頂
点
と
し
な
く
て
も
存
続
で
き
る
状
態
に
整
っ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
二
）「
門
跡
」
と
門
下
と
の
対
立

  

「
門
跡
」
と
門
跡
組
織
が
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
門
跡
」
と
門
跡
組
織
を
構
成

す
る
門
徒
や
房
官
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
満
済
は
、
門
徒
で
あ
る
報
恩
院
に
つ
い
て
「
若
対
当
門
跡
存
別
心
、
振

不
儀
院
主
出
来
者
、
以
古
今
証
文
可
決
沙
汰
者
也
」
と
記
し
、
門
跡
に
反
発
し
た
場

合
は
、「
院
主
」（
門
徒
）
に
対
し
て
「
門
跡
」
の
権
威
を
示
し
、「
沙
汰
」
を
決
す

る
と
述
べ
て
い
る
（「
准
后
満
済
事
書
案
」『
醍
』
二
六
函
三
八
号
）。

　

し
か
し
次
期
門
跡
義
賢
に
な
る
と
、「
経
覚
私
要
抄
」
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）

二
月
十
九
日
条
に
、「
禅
那
院
僧
正
〈
顕
済
〉
為
骨
帳
、
准
后
ヲ
訴
申
□
【〔
有
カ
〕】

子
細
、
令
露
見
之
間
、
去
十
三
日
夜
令
逐
電
了
、
近
付
者
六
七
人
同
罷
出
云
々
、
定

非
出
世
計
歟
、
世
間
モ
令
同
心
者
哉
」、「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
同
年
四
月
十
一
日

条
に
も
、「
一
三
宝
院
門
跡
事
、
出
世
以
下
訴
申
入
歟
、
上
意
以
外
也
、
御
迷
惑
云
々
、

（
中
略
）
出
世
大
略
背
門
主
、退
散
上
下
六
十
余
人
云
々
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、「
門

跡
」
を
訴
え
よ
う
と
し
て
逐
電
し
た
「
出
世
」「
世
間
」
者
が
六
十
人
あ
ま
り
も
存

在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
く
に
「
顕
済
」
は
前
述
し
た
教
賢
の
許
で
の
「
談
合
」

の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
門
跡
組
織
の
上
層
部
に
も
「
門
跡
」
に
対
し
て
直
接
的

に
反
発
す
る
も
の
が
現
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
と
い
え
る
。

　

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
は
、「
門
跡
」
政
紹
も
「
三
宝
院
門
主
」
を
「
追
出
」

さ
れ
て
南
都
に
下
向
し）

11
（

、
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
に
は
、
持
厳
も
「
内
者
共
」
に

よ
る
「
門
跡
」
へ
の
「
乱
入
」
に
よ
り
「
門
跡
」
を
辞
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
満

済
以
後
の
室
町
時
代
の
門
跡
は
、門
下
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
た
事
例
が
少
な
く
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
因
は
、
人
格
的
な
門
跡
が
門
跡
組
織
を
支
え
る
門
下
ら
に
と
っ
て
、
す

で
に
実
質
的
な
機
能
を
失
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
本
章
を
ま
と
め
る
と
、
室
町
時
代
の
門
跡
は
武
家
政
権
と
の
関
わ
り
の
た
め

に
、
京
門
跡
法
身
院
を
常
の
住
坊
と
し
た
が
、
そ
の
組
織
は
醍
醐
寺
内
の
金
剛
輪
院）

11
（

に
置
か
れ
た
。
こ
う
し
て
本
来
一
体
で
あ
る
は
ず
の
門
跡
と
門
跡
組
織
の
場
が
、
法

身
院
の
創
設
を
契
機
と
し
て
乖
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
寺
内
に
置
か
れ
た
門
跡
組

織
は
、
主
に
寺
住
の
理
性
院
や
報
恩
院
を
は
じ
め
と
す
る
門
徒
と
房
官
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
た
が
、
門
徒
は
門
跡
の
機
能
を
代
替
し
、
房
官
は
門
跡
の
運
営
を
支
え
る
と

い
う
形
で
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
状
況
は
、
門
跡
が
門
下
で
あ

三宝院門跡と門徒　─主に室町時代を中心に─
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る
「
出
世
」
党
や
「
世
間
」
党
と
対
立
し
、
時
と
し
て
追
放
さ
れ
る
と
い
う
現
象
を

生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
門
下
に
と
っ
て
、
門
跡
は
権
威
の
象
徴
に
過
ぎ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
次
第
に
門
下
の
思
惑
に
よ
っ
て
門
跡
経
営
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
四
章　

三
宝
院
門
跡
と
金
剛
輪
院

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
金
剛
輪
院
は
室
町
前
期
以
降
、
三
宝
院
門
跡
の
組
織
の
場
と

し
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
金
剛
輪
院
が
「
三
宝
院
門
跡
」
と

称
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
三
宝
院
門
跡
の
拠
点
と
発
展

し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
金
剛
輪
院
の
建
築
的
な
整
備
に
つ
い
て
は
藤
井

恵
介
氏
「
三
宝
院
の
建
築）

1（
（

」
や
山
岸
常
人
氏
編
集
に
よ
る
『
醍
醐
寺
叢
書　

史
料
篇　

建
築
指
図
集）

11
（

』
の
金
剛
輪
院
の
解
説
に
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
建
築
的
な
整
備
と
と

も
に
、
相
伝
や
院
家
と
し
て
の
役
割
な
ど
の
院
家
の
内
部
的
な
整
備
も
含
め
て
考
え

る
こ
と
に
し
た
い
。

（
一
） 

金
剛
輪
院
の
草
創
と
変
容

　

金
剛
輪
院
の
草
創
に
つ
い
て
は
「
新
要
録
」
に
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

ま
ず
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）、
金
剛
輪
院
に
お
い
て
「
金
剛
輪
院
権
僧
正
」
通
海

が
定
什
に
対
し
て
附
法
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（『
醍
』
一
三
一
函
七

号
）。
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
の
賢
助
僧
正
譲
状
に
は
金
剛
輪
院
が
「
前
権
僧
正

定
任
遺
跡
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
（『
醍
』
同
二
函
九
八
号
）、
賢
助
の
弟
子
賢
俊
は
金

剛
輪
院
を
居
所
と
し
た
と
み
ら
れ
る）

11
（

。
そ
の
相
伝
次
第
は
〔
通
海
─
定
任
─
賢
助
─

賢
俊
─
成
助
─
満
済
─
義
賢
─
（
教
賢
）
─
政
深
─
（
こ
の
間
不
詳
）
─
義
堯
─
義

演
〕
と
推
定
さ
れ
、
主
に
宝
池
院
方
の
正
嫡
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
た）

11
（

。

　

ま
た
江
戸
前
期
成
立
の
「
義
演
授
真
勝
伝
法
灌
頂
印
信
紹
文
案
」
の
一
括
包
紙
裏

書
に
は
「
金
剛
輪
院
ト
ハ
、
今
ノ
御（
義
演
）門

跡
ノ
御
寺
也
、
根
本
此
金
剛
輪
院
ハ
三
宝
院
ノ

児
ノ
御
所
也
ト
云
々
」
と
記
さ
れ
（『
醍
』
一
〇
三
函
九
一
号
二
─
一
番
）、こ
の
「
三

宝
院
ノ
児
」
と
は
第
三
章
で
述
べ
た
教
賢
を
指
し
、
教
賢
が
金
剛
輪
院
に
住
持
し
た

由
緒
に
よ
り
、
江
戸
前
期
に
は
三
宝
院
門
跡
の
「
御
寺
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
金
剛
輪
院
の
役
割

　

室
町
前
期
に
教
賢
が
金
剛
輪
院
に
住
持
し
た
後
、
金
剛
輪
院
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
す
院
家
と
な
り
、
発
展
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
第
一
に
前
述
し
た
門
跡
組
織
が
置
か
れ
た
場
と
し
て
の
役
割
が
挙
げ
ら
れ

る
。
第
二
に
、「
門
跡
」
が
寺
内
に
還
住
し
た
際
の
住
坊
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

満
済
は
駄
都
秘
決）

11
（

（『
醍
』
一
〇
一
函
一
七
号
）
の
奥
書
に
も
「
応
永
卅
二
年
十
一

月
五
日
、
金
剛
輪
院
西
窓
而
独
挑
寒
灯
書
写
之
、
夜
雨
蕭
條
頻
添
感
涙
者
也
、
舎
利

神
変
、
祖
師
法
験
殊
勝
々
々
、
座
主
前
大
僧
正
満
済
」
と
記
し
、
三
宝
院
経
蔵
に
納

め
ら
れ
た
聖
教
を
金
剛
輪
院
に
お
い
て
書
写
し
て
い
る
。
第
三
に
は
、
座
主
坊
と
し

て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
室
町
時
代
の
代
々
の
「
三
宝
院
門
跡
」
は
、
将
軍
家

か
ら
座
主
職
を
譜
代
の
所
識
と
し
て
安
堵
さ
れ
て
兼
帯
し
て
い
た
。
満
済
の
座
主
拝

堂
を
記
し
た
「
醍
醐
寺
座
主
拝
堂
条
々
」
に
は
、「
一
御
出
立
所　

三
宝
院
廊
北
向
、

当
時
座
主
坊
金
剛
輪
院
也
、

臨
期
可
有
御
移
住
用
意
而
已
、」
と
あ
り
、
当
時
「
座
主
坊
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
（『
醍
』
一
二
一
函
八
〇
号
）。
第
四
に
、
満
済
が
次
期
門
跡
義
賢
を
は
じ
め

と
す
る
多
く
の
弟
子
に
対
し
て
金
剛
輪
院
を
道
場
と
し
て
伝
法
灌
頂
を
行
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
（「
前
大
僧
正
満
済
授
義
賢
阿
闍
梨
灌
頂
印
信
印
明
案
」『
醍
』
二
六
函

二
七
号
、「
新
要
録
」
金
剛
輪
院
篇
）、
門
跡
の
伝
法
灌
頂
の
道
場
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
五
の
役
割
と
し
て
は
、
門
跡
重
宝
の
保
管
の
場
が
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あ
る
。
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
正
月
十
七
日
、
前
大
僧
正
賢
助
は
賢
俊
に
対
し
て

三
宝
院
・
宝
池
院
・
遍
智
院
等
の
院
家
を
譲
与
し
た
が
、
金
剛
輪
院
は
成
助
に
「
申

置
」
き
、「
本
尊
聖
教
等
悉
納
置
金
剛
輪
院
経
蔵
候
」
と
し
、
も
し
賢
俊
が
必
要
な

こ
と
が
あ
れ
ば
「
貸
渡
」
す
が
、
こ
れ
ら
は
皆
「
本
門
跡
」
に
「
付
」
す
べ
き
も
の

で
あ
る
の
で
、「
散
失
」
し
な
い
よ
う
に
と
注
意
し
て
い
る
（『
醍
』
一
〇
函
一
一
号
、

『
大
古
』
六
ー
一
二
三
七
）。
つ
ま
り
金
剛
輪
院
の
経
蔵
に
三
宝
院
門
跡
に
伝
来
す
る

本
尊
聖
教
等
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
時
代
は
下
る
が
、
慶
長
二

年
（
一
五
九
七
）
に
准
三
后
義
演
が
醍
醐
寺
の
「
要
録
」
で
「
根
本
之
縁
起
」
で
も

あ
る
「
醍
醐
寺
要
書
」
を
書
写
し
、
そ
の
写
本
を
納
め
た
の
は
金
剛
輪
院
で
あ
っ
た

（『
醍
』
一
八
二
函
一
〇
号
一
番
、
書
写
奥
書
）。
当
時
す
で
に
金
剛
輪
院
は
三
宝
院

門
跡
の
居
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
金
剛
輪
院
に
醍
醐
寺
の
創
立
や
発
展
を

記
し
た
「
醍
醐
寺
要
書
」
を
止
め
置
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
醍
醐
寺
内
に
お
け
る

金
剛
輪
院
の
位
置
、
す
な
わ
ち
醍
醐
寺
の
中
心
院
家
で
あ
り
、
門
跡
が
統
括
す
る
場

と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
か
ら
、
鎌
倉
時
代
ま
で
は
単
な
る
三
宝
院
流
宝
池
院
方
相
伝
の
一
院
家
に
す

ぎ
な
か
っ
た
金
剛
輪
院
は
南
北
朝
期
以
後
は
、
三
宝
院
門
跡
に
と
っ
て
様
々
な
役
割

を
担
う
院
家
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
三
）
金
剛
輪
院
の
整
備
と
再
興

　

三
宝
院
門
跡
の
拠
点
と
な
っ
た
金
剛
輪
院
は
、
門
跡
が
住
む
に
相
応
し
い
場
と
し

て
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
過
程
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た

い）
11
（

。

　

永
享
元
年
（
一
四
二
九
）
十
一
月
廿
一
日
、
金
剛
輪
院
に
「
常
御
所
会
所
相
兼
」、

同
六
年
七
月
十
三
日
に
は
「
厨
子
所
」
の
「
立
柱
上
棟
」
が
相
次
い
で
行
わ
れ
（「
満

済
准
后
日
記
」）、金
剛
輪
院
の
整
備
が
開
始
さ
れ
た
。さ
ら
に
同
十
一
年（
一
四
三
九
）

四
月
廿
八
日
に
は
、
座
主
義
賢
に
よ
る
「
内
裏
仁
王
経
法
」
の
勧
賞
と
し
て
、
金
剛

輪
院
に
「
阿
闍
梨
三
口
」
が
「
寄
申
」
さ
れ
（「
薩
戒
記
」）、
院
家
を
支
え
る
住
僧

ら
も
整
え
ら
れ
た
。
し
か
し
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
八
月
、
応
仁
文
明
の
乱
の
兵

火
に
よ
っ
て
多
く
の
下
醍
醐
堂
宇
や
院
家
が
焼
き
払
わ
れ
た
時
、
金
剛
輪
院
も
焼
失

し
た
（「
新
要
録
」
金
剛
輪
院
篇
）。
大
永
五
年
（
一
五
二
五
）
二
月
に
な
っ
て
よ
う

や
く
再
建
の
作
事
が
開
始
さ
れ
、
四
月
寝
殿
の
棟
上
が
行
わ
れ
、
六
月
に
門
跡
義
堯

が
移
徙
し
た
が
（「
厳
助
往
年
記
」）、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
は
再
び
回
禄
し

た
た
め
、
門
跡
義
演
は
光
台
院
へ
移
っ
た
（「
新
要
録
」
金
剛
輪
院
篇
）。
そ
の
後
義

演
は
豊
臣
秀
吉
に
資
金
的
な
後
援
を
受
け
な
が
ら
、
積
極
的
に
金
剛
輪
院
の
再
興
を

目
指
し
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
以
降
、
寝
殿
・
厨
子
所
・
書
院）

11
（

・
灌
頂
堂
・
湯

殿
・
経
蔵
・
屏
中
門
等
が
「
宝
池
院
ノ
旧
跡
」
に
新
造
さ
れ
た）

11
（

。

　

こ
う
し
て
義
演
が
金
剛
輪
院
を
再
興
し
居
所
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
江
戸
前
期
以

降
、
金
剛
輪
院
は
事
実
上
の
三
宝
院
門
跡
と
み
な
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る）

11
（

。
本
章

の
検
証
に
よ
り
、
金
剛
輪
院
が
三
宝
院
門
跡
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因

や
過
程
に
つ
い
て
聊
か
で
は
あ
る
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
注

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）
十
一
月
六
日
の
「
前

大
僧
正
義
演
授
宥
増
許
可
灌
頂
印
信
印
明
案
」
の
奥
書
に
「
佐
竹
八
幡
宮
社
務
上
人

宥
増
頻
懇
望
、
仍
免
許
了
、（
中
略
）
道
場
金
剛
輪
院
也
、
雖
然
田
舎
ノ
聞
タ
ル
間
、

三
宝
院
ト
書
之
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
三
宝
院
門
跡
や
三
宝
院

流
の
本
拠
は
金
剛
輪
院
で
は
な
く
、
や
は
り
三
宝
院
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
根
強
く

存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る（『
醍
』四
二
函
一
四
号
ウ
）。
つ
ま
り
江
戸
時
代
に
至
っ

て
も
な
お
金
剛
輪
院
の
名
称
は
あ
く
ま
で
「
金
剛
輪
院
」
で
あ
り
、「
三
宝
院
」
と

は
称
さ
れ
な
か
っ
た
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三宝院門跡と門徒　─主に室町時代を中心に─
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お
わ
り
に

　

南
北
朝
期
以
降
、
三
宝
院
門
跡
の
賢
俊
や
満
済
は
武
家
社
会
の
祈
祷
勤
修
な
ど
に

お
い
て
、
政
治
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
醍
醐
寺
に
お
い
て
は
決
し
て
卓

越
し
た
立
場
に
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
賢
俊
は
寺
内
に
お
い
て
三
宝

院
門
跡
が
他
院
家
の
上
位
に
立
ち
、
寺
内
に
お
け
る
中
核
的
な
立
場
に
存
在
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
満
済
は
分
派
し
た
三
宝
院
流
を
相
承
し
て
、

三
宝
院
門
跡
を
寺
内
に
お
け
る
法
流
上
の
中
心
的
な
存
在
に
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま

り
満
済
は
賢
俊
と
異
な
り
、
寺
内
に
住
持
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
執
着
せ
ず
、
武
家
社

会
に
お
け
る
役
割
を
よ
り
円
滑
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
法
身
院
に
止
住
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
賢
俊
と
満
済
の
、
三
宝
院
門
跡
再
興
に
対
す
る
考
え
方
の
違
い

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
人
格
的
な
門
跡
に
と
っ
て
の
門
徒
と
は
、「
門
跡
」
の
宗
教
的
機
能
を

代
行
す
る
存
在
で
あ
り
、
房
官
は
門
跡
の
俗
的
な
経
営
を
支
え
る
重
要
な
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
上
層
部
の
門
徒
・
房
官
は
共
に
「
談
合
」
し
て
門
跡
組

織
を
運
営
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
門
跡
不
在
の
組
織
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
が

生
ま
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。す
な
わ
ち
本
来
、門
跡
に
と
っ
て
門
徒
の
存
在
は
、「
満

済
置
文
」
の
「
因
縁
坊
人
牢
籠
ハ
、
門
跡
衰
微
也
」
と
い
う
文
言
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、「
坊
人
」
す
な
わ
ち
門
徒
や
房
官
ら
の
「
牢
籠
」
は
門
跡
の
「
衰
微
」
に
つ

な
が
る
、す
な
わ
ち
「
門
跡
」
に
と
っ
て
門
徒
ら
は
命
運
を
と
も
に
す
る
存
在
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う）

11
（

。
し
か
し
門
徒
に
と
っ
て
の
「
門
跡
」
は
、
室
町
中
期
以
降
に
門
下

が
門
跡
を
相
次
い
で
追
放
し
た
現
象
か
ら
考
え
る
と
、門
跡
組
織
を
維
持
す
る
上
で
、

「
門
跡
」
は
単
な
る
権
威
の
象
徴
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
室
町

中
期
以
降
、
門
跡
組
織
は
門
跡
不
在
の
ま
ま
、
機
能
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
形
骸
化
し
た
門
跡
が
そ
の
後
も
存
続
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
「
門
跡
」
が
世
俗
両
社
会
に
お
い
て
権
威
の
象
徴
で
あ
っ
た
た
め
で
あ

り
、
第
二
に
表
向
き
、「
門
跡
」
が
三
宝
院
流
の
正
統
を
相
承
す
る
者
と
し
て
存
在

し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

今
回
検
証
し
て
き
た
、
人
格
的
門
跡
と
門
跡
組
織
の
乖
離
と
い
う
現
象
は
、
三
宝

院
門
跡
の
場
合
、
満
済
を
契
機
と
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
門
跡
像
の
一
例
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
他
の
門
跡
、
例
え
ば
東
大
寺
東
南
院
の
中
に
も
三
宝
院
門
跡
と
類
似
し

た
権
威
と
実
態
の
乖
離
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
慥
か
で
あ
る）

1（
（

。
一
方
で
安

土
桃
山
期
以
降
、
三
宝
院
門
跡
義
堯
や
義
演
の
行
動
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
権
威
と

実
態
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
動
き
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
門
跡
権
威
の
再
復
活

に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
た
〔
第
四
章
〕
で
取
り
上
げ
た
三
宝
院
門
跡
の
醍
醐
寺
内
居
所
の
問
題
、
す
な

わ
ち
室
町
前
期
以
降
、
三
宝
院
門
跡
の
居
所
が
三
宝
院
か
ら
金
剛
輪
院
に
移
っ
た
要

因
や
そ
の
過
程
・
状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
よ
う
に
思
え
る
。
本
稿
で
の
検
証
は
紙
数
の
問
題
も
あ
り
、
未
だ
不
十
分
な
点
は

あ
る
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
組
織
や
宗
教
的
な
活
動
を
考
え

る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
改
め
て
認
識
し
た
。
こ
の
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
も

今
後
継
続
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
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【
注
】

（
１
）
下
坂
守
氏
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』
第
四
篇
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、

衣
川
仁
氏
「
中
世
延
暦
寺
の
門
跡
と
門
徒
」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
四
、二
〇
〇
〇
年

七
月
）、
五
味
文
彦
氏
・
菊
地
大
樹
氏
編
『
中
世
の
寺
院
と
都
市
・
権
力
』（
山
川
出
版
、

二
〇
〇
七
年
）
等
。

（
２
）
稲
葉
伸
道
氏
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
第
六
・
七
章
（
岩
波
書
店
、一
九
九
七
年
）、

安
田
次
郎
氏
『
中
世
の
興
福
寺
と
大
和
』
第
三
章
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、

高
山
京
子
氏
『
中
世
の
興
福
寺
門
跡
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。

（
３
）永
村
眞
氏「
中
世
東
大
寺
の「
門
跡
」と
そ
の
周
辺
─
東
南
院「
門
跡
錯
乱
」を
め
ぐ
っ
て
─
」

（『
史
艸
』
四
二
、二
〇
〇
一
年
）。

（
４
）
稲
葉
伸
道
氏
「
青
蓮
院
門
跡
の
成
立
と
展
開
」（
河
音
能
平
・
福
田
榮
次
郎
氏
編
『
延

暦
寺
と
中
世
社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
５
）
永
村
眞
氏
「「
門
跡
」
と
門
跡
」（
大
隅
和
雄
氏
編
『
中
世
の
仏
教
と
社
会
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
６
）
森
茂
暁
氏
『
満
済
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
同
「
政
治
と
宗
教
」（『
中

世
日
本
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。
大
田
壮
一
郎
氏
「
室
町
殿

の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
祷
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
八
八
、二
〇
〇
四
年
）、
同
「
室
町

殿
と
宗
教
」（『
歴
史
学
研
究
』
八
五
二
号
、
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
同
「
室
町
殿
権
力

の
宗
教
政
策
ー
足
利
義
持
期
を
中
心
に
」（『
日
本
史
研
究
』
五
九
五
号
、
二
〇
一
二

年
三
月
）（
以
上
大
田
氏
の
三
論
文
は
、
後
に
同
氏
『
室
町
幕
府
と
宗
教
』
塙
書
房
、

二
〇
一
四
年
に
所
収
）、
細
川
武
稔
氏
「
足
利
将
軍
護
持
僧
と
祈
祷
」（『
日
本
歴
史
』

六
六
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
富
田
正
弘
氏
「
室
町
時
代
に
お
け
る
祈
祷
と
公
武
統

一
政
権
」（
日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』
創
文
社
、

一
九
七
八
年
）、
石
田
出
「
十
五
～
十
六
世
紀
前
半
に
お
け
る
室
町
幕
府
祈
祷
体
制
─

醍
醐
寺
三
宝
院
の
動
向
を
中
心
に
─
」（『
学
習
院
史
学
』
五
三
号
、
二
〇
一
五
年
）

ほ
か
多
数
。

（
７
）
伊
藤
清
郎
氏
「
中
世
の
醍
醐
寺
」（『
中
世
日
本
の
国
家
と
寺
社
』、
高
志
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
８
）
土
谷
恵
氏
『
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
』
第
一
部
第
一
章
・
第
二
章
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
一
年
。

（
９
）
鈴
木
智
恵
子
氏
「「
出
世
・
世
間
者
」
考
─
醍
醐
寺
僧
の
場
合
─
」（『
醍
醐
寺
文
化
財
研

究
所
研
究
紀
要
』
三
号
、
一
九
八
一
年
）。

（
10
）
拙
稿
「
第
Ⅰ
部
第
三
章　

室
町
時
代
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
実
態
」（『
中
世
醍
醐

寺
と
真
言
密
教
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
11
）
服
部
幸
子
氏
「
中
世
醍
醐
寺
に
お
け
る
法
身
院
と
満
済
に
関
す
る
一
考
察
」（
大
桑

斉
編
『
論
集　

仏
教
土
着
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
12
）
服
部
幸
子
氏
「
醍
醐
寺
満
済
の
准
后
庁
と
房
官
に
関
す
る
一
考
察
」（『
大
谷
大
学
大

学
院
研
究
紀
要
』
二
〇
、二
〇
〇
三
年
）。

（
13
）
注
（
10
）
拙
稿
。

（
14
）
注
（
10
）
拙
書
所
収
「
第
Ⅰ
部
第
二
章　

南
北
朝
期
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
確
立
」。

（
15
）
満
済
以
降
の
三
宝
院
門
跡
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
松
岡
隆
史
氏
「
室
町
期
に
お
け
る

醍
醐
寺
座
主
の
出
自
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
七
七
号
、二
〇
一
四
年
六
月
）
が
あ
る
。

（
16
）
こ
の
院
宣
は
、
三
宝
院
流
の
嫡
弟
で
な
か
っ
た
定
済
が
座
主
に
就
任
す
る
た
め
に
出

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
「
第
Ⅰ
部
第
一
章　

三
宝
院
・
三
宝
院
流

と
醍
醐
寺
座
主
」（
注
（
10
）
拙
書
所
収
）
を
参
照
。

（
17
）
拙
稿
注
（
10
）
前
掲
論
文
。

（
18
）
大
田
壮
一
郎
氏
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
祷
」（
注
（
６
）
前
掲
論
文
）。

（
19
）
賢
後
よ
り
満
済
に
至
る
三
宝
院
門
跡
に
つ
い
て
は
、
橘
悠
太
氏
「
南
北
朝
期
に
お
け

る
醍
醐
寺
三
宝
院
光
済
と
室
町
幕
府
」（『
日
本
史
研
究
』
六
二
六
号
、
二
〇
一
四
年

一
〇
月
）、小
池
勝
也
氏
「
南
北
朝
末
期
の
醍
醐
寺
三
宝
院
院
主
と
理
性
院
院
主
」（『
日

本
歴
史
』
八
一
三
号
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
を
参
照
。

（
20
）
当
時
、
三
宝
院
流
憲
深
方
が
嫡
流
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
注

（
16
）参
照
。
満
済
に
よ
る
重
書
収
集
に
つ
い
て
は
、「
弘
法
大
師
二
十
五
箇
条
御
遺
告
」

（
醍
醐
寺
所
蔵
）
の
奥
書
に
も
そ
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

（
21
）「
三
宝
院
賢
俊
僧
正
日
記
」
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
三
月
十
六
日
条
等
。

（
22
）
た
だ
し
義
覚
は
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）、「
土
御
門
万
里
小
路
」
に
新
造
さ
れ
た

新
た
な
門
跡
に
「
移
徙
」
し
た
（「
宣
胤
卿
記
」
文
明
十
二
年
十
二
月
廿
四
日
条
、「
東

寺
廿
一
方
供
僧
評
定
引
付
」
同
月
廿
日
条
）。
こ
れ
は
義
覚
が
幼
少
だ
っ
た
た
め
、
そ

れ
に
応
じ
た
場
が
用
意
さ
れ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
23
）「
義
演
准
后
日
記
」
に
は
、再
び
「
京
門
跡
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
慶

長
十
二
年
十
二
月
八
日
条
）。

（
24
）
修
法
の
大
阿
闍
梨
等
の
代
わ
り
に
実
際
に
作
法
を
行
う
人
。

（
25
）
中
性
院
重
賀
は
門
跡
政
紹
に
対
し
て
、三
宝
院
流
宝
池
院
方
の
法
流
を
伝
授
し
た
が
、

こ
れ
は
相
次
ぐ
門
跡
の
早
世
や
辞
任
に
伴
っ
て
断
絶
し
た
法
流
を
中
継
し
た
た
め
で

あ
っ
た
。
詳
し
く
は
「
第
Ⅰ
部
第
三
章　

室
町
時
代
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
実
態
」

（
注
（
10
）
拙
書
所
収
）
参
照
。

三宝院門跡と門徒　─主に室町時代を中心に─
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（
26
）「
満
済
准
后
日
記
」
応
永
三
十
三
年
正
月
朔
日
条
に
お
け
る
節
供
、
永
享
四
年
正
月

朔
日
条
に
お
け
る
護
摩
の
出
仕
僧
な
ど
の
順
番
な
ど
。

（
27
）「
大
蔵
卿
法
印
経
祐
奉
書
案
」『
醍
』
二
五
函
二
七
〇
号
。

（
28
）「
三
宝
院
門
跡
義
賢
御
教
書
案
」『
醍
』
一
八
函
二
二
号
。

（
29
）「
満
済
准
后
日
記
」
応
永
廿
三
年
正
月
十
六
日
条
。

（
30
）「
満
済
准
后
日
記
」
永
享
四
年
八
月
廿
八
日
条
。

（
31
）「
満
済
准
后
日
記
」
応
永
廿
三
年
九
月
八
日
条
、
同
年
正
月
一
日
条
、
永
享
六
年
十

月
六
日
条
。

（
32
）
伊
藤
俊
一
氏
「
青
蓮
院
門
跡
の
形
成
と
坊
政
所
」『
古
文
書
学
研
究
』
三
五
号
、

一
九
八
一
年
。

（
33
）「
得
度
類
集
記
抄
」
政
紹
項
（『
醍
』
一
七
四
函
一
四
号
）。

（
34
）
服
部
氏
注
（
12
）
前
掲
論
文
。

（
35
）
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
閏
四
月
廿
八
日
「
醍
醐
寺
政
所
堂
童
子
職
補
任
下
文
写
」

（
二
五
函
一
三
八
号
）。

（
36
）
教
済
、
都
々
若
公
と
も
。
一
条
兼
良
の
息
。
但
し
満
済
入
滅
後
、
離
寺
し
、
門
跡
に

は
な
ら
ず
。

（
37
）
鎌
倉
時
代
の
三
度
に
わ
た
る
焼
失
後
、
南
北
朝
期
三
宝
院
光
済
の
時
に
一
部
再
建
さ

れ
て
は
い
た
が
（「
座
主
次
第
」）、
満
済
は
寺
内
の
儀
式
に
出
仕
す
る
際
に
は
金
剛
輪

院
に
住
持
し
た
（「
満
済
准
后
日
記
」）。
安
土
桃
山
時
代
の
義
演
も
金
剛
輪
院
に
止
住

し
て
い
た
（「
義
演
准
后
日
記
」）。

（
38
）「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
延
徳
三
年
八
月
十
二
日
条
。

（
39
）「
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
」
明
応
六
年
十
二
月
廿
四
日
条
。

（
40
）
満
済
の
醍
醐
寺
の
住
持
の
場
は
金
剛
輪
院
で
あ
る
こ
と
は
満
済
の
服
部
論
文
Ａ
で
触

れ
ら
れ
て
い
る
。

（
41
）
藤
井
恵
介
氏
「
三
宝
院
の
建
築
」（『
醍
醐
寺
大
観
』
第
三
巻
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
一
年
。）

（
42
）『
醍
醐
寺
叢
書　

史
料
篇　

建
築
指
図
集
』
金
剛
輪
院
解
説
（
勉
誠
出
版
、二
〇
一
二

年
）。

（
43
）
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
十
二
月
十
六
日
、
賢
俊
は
金
剛
輪
院
に
お
い
て
賢
季
に

対
し
て
伝
法
灌
頂
を
授
け
て
い
る
（「
賢
俊
授
賢
季
伝
法
灌
頂
印
信
印
明
案
」『
醍
』

七
九
函
三
四
号
）。

（
44
）
相
伝
次
第
に
つ
い
て
は
『
醍
』
一
三
一
函
七
号
、
三
六
〇
函
一
〇
号
、
賢
助
僧
正
譲

状
（『
醍
』
同
二
函
九
八
号
）、「
満
済
置
文
」「
新
要
録
」「
五
八
代
記
」
の
記
述
か
ら

推
定
し
作
成
し
た
。

（
45
）
駄
都
秘
決
は
、
三
宝
院
流
憲
深
方
の
祖
憲
深
の
撰
に
よ
る
一
帖
で
、
仏
舎
利
を
如
意

輪
宝
珠
と
観
じ
て
修
す
る
秘
法
で
あ
る
駄
都
法
の
秘
決
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
（『
密

教
大
辞
典
』）。

（
46
）
注
（
42
）
山
岸
氏
前
掲
書
。

（
47
）
藤
井
恵
介
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
慶
長
三
年
に
お
け
る
金
剛
輪
院
の
書
院
・
灌
頂
堂

な
ど
の
再
建
に
お
い
て
は
、
興
福
寺
の
能
施
設
が
移
築
さ
れ
た
と
い
う
（
藤
井
恵
介

氏
「
興
福
寺
の
秀
吉
能
施
設
か
ら
醍
醐
寺
三
宝
院
建
築
へ
─
三
宝
院
殿
堂
の
来
歴
─
」

『
醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
研
究
紀
要
』
二
三
号
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
）。

（
48
）「
新
要
録
」
金
剛
輪
院
篇
、「
義
演
准
后
日
記
」
慶
長
四
年
正
月
朔
日
条
等
。「
宝
池

院
ノ
旧
跡
」
に
「
綱
張
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
「
義
演
准
后
日
記
」
慶
長

三
年
五
月
十
日
条
参
照
。

（
49
）
注
（
41
）
藤
井
氏
前
掲
書
。

（
50
）
同
様
の
文
言
は
「
義
堯
置
文
」
の
「
坊
人
牢
籠
門
跡
衰
微
基
也
、
互
可
被
成
水
魚
思

哉
」
に
も
み
ら
れ
る
。

（
51
）
文
明
年
中
（
一
四
六
九
～
八
七
）、
東
大
寺
東
南
院
に
お
い
て
門
主
（
門
跡
）
覚
尋

と
門
徒
と
の
抗
争
が
起
こ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
も
門
跡
と
門
跡
組
織
の
乖
離
が
そ
の

要
因
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
永
村
氏
注
（
３
）
前
掲
論
文
）。

〔
付
記
〕
小
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
御
指
導
・
ご
教
授
い
た
だ
い
た
永
村
眞
氏
に
心
よ

り
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
史
料
閲
覧
お
よ
び
掲
載
に
関
し
て
格
別
の
御
配
慮

を
賜
っ
た
醍
醐
寺
当
局
に
対
し
て
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。


